
 

工 事 仕 様 書 

１  本工事における 工事標準仕様については、 次によ る も のと する 。  

⑴ 「 東京都土木工事標準仕様書」 によ る 。  

⑵ 仕様書の取扱い、 又は、 それぞれの仕様書の内容について疑義が生じ た場合は監督員によ る  

も のと する 。  

２  読みかえ 

同仕様書中「 都」「 局」 と ある は「 日野市役所」 と 読みかえる 。  

３  特記事項 

別紙 
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工 事 件 名 市道 C134 号線舗装補修工事( 7-1)  

 

特 記 仕 様 書 

 

「 情報セキュ リ ティ ポリ シーの遵守」  

⑴ 本業務を履行する にあたって、「 外部委託における 情報セキュ リ ティ 遵守事項」 を厳正に遵守する

こ と 。  

⑵ 日野市の情報資産の保護が適正に行われている こ と を確認する ため、「 外部委託における 情報セキ

ュ リ ティ 遵守事項」 に述べる 書類（ 様式１ ～様式６ ） を業務内容に応じ て提出する こ と 。  

なお、「 外部委託における 情報セキュ リ ティ 遵守事項」 については市ホームページの入札情報から

入手でき る 。  

⑶ 本業務を履行する にあたって、 重要情報（ 機密性２ 以上の情報） を取り 扱う 場合には、 盗難・ 改

ざん・ 紛失・ 破損等を防止する ための適切な処置を講じ る こ と 。  

ま た、 情報漏えい等が発生し た場合の報告体制も 整備する こ と 。  

 

「 環境負荷低減の取組みについて」  

⑴ 日野市では、「 SDGs 未来都市」 と し て、 資源の有効活用と 廃棄物の削減によ る 循環型社会の実現

を目指し 、 環境マネジメ ント シス テム「 ひのエコ（ 事務事業のあら ゆる 領域における 環境負荷の低

減）」 を推進し ている 。  

一方で、 持続可能なま ちを実現する ためには、 行政だけでなく 、 事業者や地域と のパート ナーシ

ッ プによ る 目標と 価値観の共有が不可欠である 。  

こ のこ と を踏ま え、 本業務の実施に当たっては、 次に掲げる 市の方針等（ 市ホームページにて閲

覧可能） に記載し ている 内容を遵守する こ と 。  

①環境基本計画 ②環境配慮指針 ③環境方針 ④環境管理上の要望について 

⑤地球温暖化対策実行計画 ⑥気候非常事態宣言 ⑦日野市プラ ス チッ ク ・ ス マート 宣言 

⑵ 洗剤の使用については、 天然素材を利用し た洗剤など、 環境にやさ し いも のを使用する こ と 。  

ただし 、 業務履行上その目的を達成する こ と が困難な場合に限り 、 必要最小限での合成洗剤使用

を可能と する 。  

 

「 障害を理由と する 不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供の義務」  

本業務の履行にあたって、「 日野市障害者差別解消推進条例（ 令和元年条例第４ ２ 号）」 に基づき 、  

次の事項に留意する こ と 。  

⑴ 障害を理由と する 不当な差別的取扱いを禁止する と と も に、 事業者は合理的配慮の提供をする こ

と 。 ま た、 従業者に対し 、 障害及び障害者に対する 理解を深める 取組を行う よ う 努める こ と 。  

こ のほか、 障害者に対し てはその障害種別に応じ て、 適切な対応を行う こ と 。  

⑵ 差別等事案を解決する ための手続き の過程で、 同条例第 13 条の規定に基づき 、 当該事業者が正

当な理由なく 同条例第 12 条の規定によ る「 勧告」 に従わないと き は、市はその勧告の内容を公表す

る こ と ができ る 。  

なお、「 日野市障害者差別解消推進条例」 は日野市ホームページにて確認する こ と ができ る 。  
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「 内部通報制度」  

⑴  日野市では、 組織全体のコ ンプラ イ アンス を推進する ため、「 日野市職員等の内部通報及びコ ン

プラ イ アンス 確保に関する 条例（ 令和３ 年６ 月１ 日施行）」 を制定し 、 内部通報制度を導入し てい

る 。  

本業務の履行に当たり 、日野市の事務事業に関係する 法令違反、不当な行為等を発見し たと き は、

日野市が設置する 行政監察員に対し 、 その旨を相談又は通報する よ う 努める と と も に、 通報対象

と なる 事実について、 行政監察員が調査を行う 際は、 当該調査に協力し なければなら ない。  

⑵  内部通報をし たこ と 、 又は行政監察員が行う 調査に協力し たこ と を理由と し て、 不利益な取扱

いを受けたと 思われたと き は、 行政監察員に対し 、 その旨を相談又は申し 出る こ と ができ る 。  

なお、「 日野市職員等の内部通報及びコ ンプラ イ アンス 確保に関する 条例」 その他内部通報に関す

る 通報先、 通報方法等の詳細は、 日野市ホームページにて確認する こ と ができ る 。  

 

「 環境によ り 負荷の小さ い自動車利用」  

本契約の履行に当たって自動車を使用し 、 又は使用さ せる 場合は、 都民の健康と 安全を確保する 環境

に関する 条例（ 平成１ ２ 年東京都条例第２ １ ５ 号） 他、 各県条例の規定に基づき 、 次の事項を遵守する

こ と 。  

・ ディ ーゼル車規制に適合する 自動車である こ と 。  

・ 自動車から 排出さ れる 窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における 総量の削減等に関する 特別措

置法（ 平成４ 年法律第７ ０ 号） の対策地域内で登録可能な自動車利用に努める こ と 。  

なお、 適合の確認のために、 当該自動車の自動車検査証（ 車検証）、 粒子状物質減少装置装着証明書等

の提示又は写の提出を求めら れた場合には、 速やかに提示又は提出する こ と 。  

 

「 工事概要」  

工事場所： 日野市万願寺三丁目 33 番地先～万願寺三丁目 8 番地先間 

工事概要： 市道 C134 号線（ 日野市万願寺三丁目 33 番地先～万願寺三丁目 8 番地先間）  

施工延長 L=401. 7ｍ、 施工幅員 W=5. 0ｍ 

補助対象： 舗装切断工 L＝541. 0ｍ 

舗装撤去工 A=2863 ㎡,  道路打換工（ 35 型／表層打換） A=2863 ㎡ 

区画線設置工 L=271. 7ｍ 

区画線消去工 L=22. 7m 

市 費 用： 舗装切断工 L＝8. 3ｍ 

舗装撤去工 A=30 ㎡,  道路打換工（ 35 型／表層打換） A=30 ㎡ 

区画線設置工 L=26. 8ｍ 

道路付帯工 鉄蓋調整工（ 雨水） 12 箇所 

 

工  期： 契約日の翌日から 88 日間 

 

「 適用範囲」  

⑴ こ の特記仕様書は、 東京都土木工事標準仕様書（ 以下「 標準仕様書」 と いう 。） でいう 特記仕様書
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で、 こ の工事に適用する 。  

⑵ こ の工事の施工に当たっての一般事項は、 標準仕様書によ る も のと する 。  

⑶ 標準仕様書、 特記仕様書の記載内容の優先順位については、 特記仕様書、 標準仕様書の順によ る

も のと する 。  

⑷ こ の工事の施工に当たっては、 下記に示す図書を適用する 。  

ア 東京都建設局「 土木材料仕様書」  

イ  東京都建設局「 建設局材料検査実施基準」  

ウ  東京都建設局「 土木工事施工管理基準」  

エ 東京都建設局「 工事記録写真撮影基準」  

オ 日野市「 受注者提出書類処理基準」  

カ 日野市「 日野市標準構造図集」  

キ 日野市「 し ゅ ん功図書電子データ 化作成要領」  

ク  東京都「 東京都建設リ サイ ク ルガイ ド ラ イ ン」  

ケ 東京都「 東京都環境物品等調達方針」  

コ  東京都「 東京都建設泥土リ サイ ク ル指針」  

サ 東京都電線共同溝整備マニュ アル 

シ 建設局土木工事積算体系図集 

※ ア、 イ 、 ウ 、 エ、 サ、 シは、 東京都建設局ホームページから 入手でき る 。  

※ ク 、 ケ、 コ は、 東京都都市整備局ホームページから 入手でき る 。  

※ オ、 カ、 キは、 日野市道路課ホームページから 入手でき る 。  

⑸ 標準仕様書、 適用図書のう ち、 こ の工事に該当し ない工種・ 項目等については適用し ないも のと

する 。  

 

「 工事施行の適正化」  

こ の工事における 工事現場の適正な施工体制の確保等については、 標準仕様書によ る ほか、「 東京都

工事施行適正化推進要綱」 及び別紙「 工事施行の適正化に関する 特記仕様書」 によ る も のと する 。  

なお、「 東京都工事施行適正化推進要綱」 は東京都財務局（ 建築工事と 建物保全） のホームページから

入手でき る 。  

 

「 不当介入に対する 通報報告」  

工事の施工に当たり 、 暴力団等から 不当介入を受けた場合（ 下請負人が暴力団等から 不当介入を受け

た場合を含む。） は、日野市契約における 暴力団等排除措置要綱に基づき 、監督員への報告及び警視庁管

轄警察署への通報並びに捜査上必要な協力をする こ と 。  

 

「 デジタ ル工事写真の小黒板情報電子化」  

デジタ ル工事写真の小黒板情報電子化（ 以下、「 電子黒板」 と いう 。） は次によ る 。  

電子黒板と は、 被写体画像の撮影と 同時に工事写真へ小黒板の記載情報を電子的に記入する も のであ

る 。  

受注者が電子黒板の導入を希望する 場合、 その旨を監督員へ申請し 、 承諾を得たう えで、 電子黒板対

象工事（ 以下、「 対象工事」 と いう 。） と する こ と ができ る 。  
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対象工事では、 次の全てを実施する こ と 。  

ア 対象機器の導入 

受注者は、 電子黒板の導入に必要な機器及びソ フト ウ ェ ア等（ 以下「 使用機器」 と いう 。） につい

て、 工事記録写真撮影基準（ 東京都建設局） 第９ ⑤に示す項目の電子的記入ができ 、 かつ信憑性確

認機能（ 改ざん検知機能） を有する も のを使用する 。 信憑性確認機能（ 改ざん検知機能） と は、「 電

子政府における 調達のために参照すべき 暗号のリ ス ト （ CRYPTREC 暗号リ ス ト ）」 に記載し ている 技

術を使用する こ と と する 。  

なお、 受注者は監督員に対し 、 工事着手前に、 本工事での使用機器について提示する こ と 。  

使用機器の事例と し て、「 デジタ ル工事写真の小黒板情報電子化対応ソ フト ウ ェ ア」 を参照する こ

と 。 ただし 、 こ こ から の選定に限定する も のではない。  

ま た、高温多湿又は粉じ ん等の現場条件の環境によ り 、対象機器の使用が困難な工種については、

使用機器の利用を限定する も のではない。  

・  電子政府における 調達のために参照すべき 暗号のリ ス ト （ CRYPTREC暗号リ ス ト ）  

ht t ps: //www. j comsi a. org/kokuban 

・  デジタ ル工事写真の小黒板情報電子化対応ソ フ ト ウ ェ ア 

ht t p: //www. cal s. j aci c. or . j p/CI M/shar i ng/i ndex. ht ml  

イ  小黒板情報の電子的記入の取扱い 

本工事における 小黒板情報の電子的記入の取扱いは、「 建設局工事記録写真撮影基準」（ 東京都建

設局） によ る 。  

なお、 アによ り 工事記録写真撮影基準（ 東京都建設局） のデジタ ル写真によ る 施工管理（ 案） ３

⑴①で規定さ れている 画像編集には該当し ない。  

 

「 設計変更について」  

工事請負契約書第 18 条から 24 条ま でに記載し ている 設計変更等の具体的な考え方や手続き について

は、「 工事請負契約設計変更ガイ ド ラ イ ン（ 土木工事編）」（ 東京都） によ る も のと する 。  

こ のう ち、「 工事の一時中止に伴う 増加費用等」 は、「 工事における 工期の延長等に伴う 増加費用」 に

読み替え、 簡便法によ る 計算については、 積算基準（ 共通編Ⅰ） によ る も のと する 。  

なお、契約約款第 18 条に基づく 条件変更について、年度末、工期末変更における 関連資料の提出は、

変更設計書の作成に時間を要する ため、 余裕をも って行う こ と 。  

 

「 法定外の労災保険の付保」  

本工事において、 受注者は法定外の労災保険に付さ なければなら ない。  

 

「 工事損害賠償」  

受注者は、こ の工事の施工に伴い第三者の損害を及ぼし た場合、契約約款第 28 条に基づき 、誠意を持

って速やかに対処する こ と 。  

ま た、 発注者が負担すべき 損害賠償費用については、 受注者がその原因及び根拠等を整理し た上で発

注者に協議する こ と 。  

なお、 こ の工事の完了後に発生し た損害についても 、 受注者の損害賠償義務が発生する こ と がある の

で、 上記に準じ て対処する こ と 。  

https://www.jcomsia.org/kokuban
http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html
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「 工期」  

工期は、 以下の事項によ り 設定し ている 。  

・  準備期間： 50 日間 

・  施工に必要な実日数（ 実働日数）： 15 日間 

・  降雨によ る 割増し （ 猛暑日補正無し ） の日数： 3 日間（ 1. 14）  

・  後片付け期間： 20 日間 

契約上の工期末前に工事が完了し た場合の取り 扱いは、 契約約款第 31 条のと おり である 。  

 

「 検査に要する 資料作成期間」  

後片付け期間に検査に要する 資料の作成を行う こ と を想定し ている が、 更なる 期間が必要な場合は、

受注者は発注者へ工期延伸を請求する こ と ができ る 。  

なお、 工期延伸に伴い、 工期が年度を超える 可能性がある 場合は、 受注者は請求を工期末の３ か月前

ま でに行う も のと する 。 それ以外の場合は、 契約変更の手続き 時間を要する ため、 余裕をも って行う こ

と 。  

 

「 工事工程の共有」  

受注者は、現場着手前（ 準備期間内） に設計図書等を踏ま えた工事工程表（ ク リ ティ カルパス を含む）

を作成し 、 監督員と 共有する こ と 。  

施工中に工事工程表のク リ ティ カルパス に変更が生じ た場合は、 適切に受発注者間で共有する こ と と

し 、 受注者は工程の変更理由が以下の①～⑤に示すよ う な受注者の責によ ら ない場合は、 工期の延期が

可能と なる 場合がある ので発注者と 協議する こ と 。  

① 受発注者間で協議し た工事工程の条件に変更が生じ た場合 

② 著し い悪天候によ り 作業不稼働日が多く 発生し た場合 

③ 工事中止や工事一部中止によ り 全体工程に影響が生じ た場合 

④ 資機材や労働需要のひっ迫によ り 、 全体工程に影響が生じ た場合 

⑤ その他特別な事情によ り 全体工程に影響が生じ た場合 

 

「 特例監理技術者の配置」  

１  本工事において、 建設業法第 26 条第３ 項ただし 書の規定の適用を受ける 監理技術者（ 以下、「 特

例監理技術者」 と いう 。） の配置を行う 場合は、 以下の⑴～⑼の要件を全て満たさ なければなら な

い。  

⑴ 建設業法第 26 条第３ 項ただし 書によ る 監理技術者の職務を補佐する 者（ 以下、「 監理技術者

補佐」 と いう 。） を専任で配置する こ と 。  

⑵ 監理技術者補佐は、 一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者若し く は学歴

や実務経験によ り 監理技術者の資格を有する 者である こ と 。 なお、 監理技術者補佐の建設業法

第 27 条の規定に基づく 技術検定種目は、 特例監理技術者に求める 技術検定種目と 同じ である

こ と 。  

⑶ 監理技術者補佐は、 直接的かつ恒常的な雇用関係にある こ と 。 なお、 恒常的な雇用関係と は

配置時点の日において３ か月以上の雇用関係がある こ と をいう 。  
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⑷ 同一の特例監理技術者を配置でき る 工事は、本工事を含め同時に２ 件ま でと する 。（ ただし 、

同一ある いは別々の発注者が、 同一の建設業者と 締結する 契約工期の重複する 複数の請負契約

に係る 工事であって、 かつ、 それぞれの工事の対象と なる 工作物等に一体性が認めら れる も の

（ 当初の請負契約以外の請負契約が随意契約によ り 締結さ れる 場合に限る 。） については、こ れ

ら 複数の工事を一の工事と みなすこ と ができ る 。）  

⑸ 特例監理技術者が兼務でき る 工事は、 日野市の工事でなければなら ない。  

⑹ 特例監理技術者は、 施工における 主要な会議への参加、 現場の巡回及び主要な工程の立会等

の職務を適正に遂行し なければなら ない。  

⑺ 特例監理技術者と 監理技術者補佐と の間で常に連絡が取れる 体制である こ と 。  

⑻ 監理技術者補佐が担う 業務等について、 明ら かにする こ と 。  

⑼ 特例監理技術者が兼務でき る 工事は維持工事以外の工事でなければなら ない。  

※ 「 維持工事」 と は通年維持工事等（ 24 時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な工事）

をいう 。  

２  現場の安全管理体制について、 平成７ 年４ 月 21 日付基発第 267 号の２ 「 元方事業者によ る 建設

現場安全管理指針」 において、「 統括安全衛生責任者の選任を要する と き には、その事業場に専属の

者と する こ と 。」 と さ れている こ と から 、 施工体制に留意する こ と 。  

３  本工事の監理技術者が特例監理技術者と し て兼務し 、 本工事に監理技術者補佐を配置する 事を予

定し ている 場合は、 以下の書類を提出する こ と 。  

⑴ 監理技術者補佐の資格を有する 書類（ 監理技術者資格者証の写し 、 一級施工管理技士等の国

家資格者の合格証の写し 、 一級施工管理技士補の合格証明書の写し など）  

⑵ 監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する 書類（ 健康保険被保険者証の写し

など）  

⑶ 特例監理技術者が兼務する 工事の履行場所、 内容を示す書類（ CORI NS の写し ）  

⑷ 「 別記様式－３ 特例監理技術者の配置を予定し ている 場合の確認事項③」 ※ 

※ ⑷は工期途中に本工事の監理技術者が特例監理技術者と し て兼務する 場合に提出する 。  

４  本工事の監理技術者が特例監理技術者と し て兼務し 、 本工事に監理技術者補佐を配置する 事と な

った場合、「 １ ⑹～⑻」 について施工計画書へ記載し 、 提出する こ と 。  

５  本工事において、 特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う 場合又は配置を要さ なく なっ

た場合は、 コ リ ンズ（ CORI NS） への登録・ 修正を適切に行う こ と 。  

６  監理技術者補佐は、 監督員等が常に確認し やすいよ う に腕章を身に付けなければなら ない。  

 

「 昼夜間の作業区分」  

こ の工事の作業区分は、 下記によ る も のと する 。  

昼間作業： すべての工事 

ただし 、 上記区分に変更を要する 場合は、 監督員の承諾を得る も のと する 。  

 

「 過積載の防止」  

こ の工事における 過積載の防止については、 標準仕様書によ る ほか、 東京都建設局長が定めた「 過積

載防止対策指針」 によ る も のと する 。  

なお、「 過積載防止対策指針」 は東京都建設局のホームページから 入手でき る 。  
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「 環境への配慮（ 東京都建設グリ ーン調達制度）」  

⑴ 受注者は、 本工事の施工に当たっては、 東京都都市整備局のホームページに掲載さ れている「 東

京都環境物品等調達方針（ 公共工事）」 の特別品目及び特定調達品目（ 以降、「 特別品目等」 と いう 。）

のリ ス ト と 本工事で使用する 資材、建設機械、工法又は目的物と を比較・ 精査し 、材料の使用部位、

要求強度、 性能及び品質、 特別品目等の生産・ 供給状況、 製造場所から 工事現場ま での距離等を勘

案し て、 特別品目等が使用可能な場合には、 事前に監督員の承諾を受けた上で、 積極的に使用する

も のと する 。  

⑵ 受注者は、 東京都都市整備局のホームページに掲載さ れている 「 東京都環境物品等調達方針（ 公

共工事）」 に該当する 調達推進品目の使用を希望する 場合は、当該調達推進品目の性能、使用の有効

性、 品質確保等について証明し 、 監督員の承諾を受けた上で、 それを使用する こ と ができ る 。  

⑶ 受注者は、 本工事の施工に当たっては、 特別品目、 特定調達品目及び調達推推進品目について品

目ごと の「 環境物品等使用予定（ 実績） チェ ッ ク リ ス ト 」 を作成（ チェ ッ ク リ スト は都市整備局都

市づく り 政策部建設リ サイ ク ルのホームページから ダウ ンロ ード する など し て入手する 。） し 、 施

工計画書に添付の上監督員に提出し て確認を受けなければなら ない。  

⑷ 受注者は、 本工事の施工に当たり 、 環境物品等の調達が完了し たと き は、 使用し た環境物品等の

種類に応じ て、 特別品目の場合は「 環境物品等（ 特別品目） 使用予定（ 実績） チェ ッ ク リ ス ト 」 を、

特定調達品目の場合は「 環境物品等（ 特定調達品目） 使用予定（ 実績） チェ ッ ク リ ス ト 」 を、 調達

推進品目の場合は「 環境物品等（ 調達推進品目） 使用予定（ 実績） チェ ッ ク リ ス ト 」 を監督員に提

出し なければなら ない。  

ま た、 併せて、 上記チェ ッ ク リ ス ト の電子情報を格納し た電子媒体を監督員に提出する 。  

さ ら に、 工事完了検査に当たっては、 提出し た各種書類を検査員に提示し 、 環境物品等の使用状

況等について説明し なければなら ない。  

 

「 新材料・ 新工法等の取扱い」  

新技術情報データ ベース（「 建設局新技術情報データ ベース（ NeTI DA）」 や「 国土交通省新技術情報シ

ス テム（ NETI S）」） に記載さ れている 新材料・ 新工法等については、 監督員の承認によ り 、 当該工事に採

用する こ と ができ る 。  

・  建設局新技術情報データ ベース （ NeTI DA）  

ht t ps: //www. kenset su. met r o. t okyo. l g. j p/j i gyo/tech/shi ngi j ut su/i ndex. html  

・  国土交通省新技術情報シス テム（ NETI S）  

ht t ps: //www. net i s. ml i t . go. j p/NETI S/PubEnt rance/PubEnt rance?Ret urnUr l =%2f NETI S 

 

「 し ゅ ん功」  

受注者は、 工事のし ゅ ん功に際し 、 次のし ゅ ん功図書を提出する こ と 。  

・  し ゅ ん功原図      １ 部 

・  工事記録写真      １ 部 

・  電子成果品（ Ｃ Ｄ －Ｒ ）  ２ 部 

 

「 建設副産物情報交換シス テムの活用」  

https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/tech/shingijutsu/index.html
https://www.netis.mlit.go.jp/NETIS/PubEntrance/PubEntrance?ReturnUrl=%2fNETIS
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こ の工事は、 建設副産物情報交換シス テム（ 以下「 COBRI S」 と いう 。） の登録対象工事であり 、 受注者

は、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じ た場合は、速やかに COBRI S にデータ の入力

を行い、その都度「 建設副産物情報交換シス テム登録証明書」 を監督員に提出し 、内容の確認を受ける 。  

ま た、 受注者は、 COBRI S によ り 「 再生資源利用（ 促進） 計画書（ 実施書）」 を作成し 、 監督員に提出

し 、 内容の確認を受ける 。  

（ 問合せ先）  

一般財団法人日本建設情報総合センタ ー 建設副産物情報センタ ー（ カス タ マーセンタ ー）  

所在地： 〒107-8416 東京都港区赤坂７ -10-20 アカサカセブンス アヴェ ニュ ービル２ 階 

電話： 03-3505-0416 FAX： 03-3505-0520  E-mai l ： recycl e@j aci c. or . j p 

ht t ps: //www. recycl e. j aci c. or . j p 

 

「 再資源化施設の選定」  

こ の工事から 発生する アス ファ ルト 塊、 コ ンク リ ート 塊は再資源化施設へ搬出し 、 資源リ サイ ク ルの

促進に努める こ と 。 搬出先は、 受注者が「 建設副産物情報交換シス テム（ COBRI S）」 等を活用し 、 受入条

件、 再資源化の方法等を施設に確認し て、 適切な施設を選定する こ と 。  

なお、 こ の工事では下記の場所にある 再資源化施設への搬出を想定し ている が、 受注者は下記以外の

施設を選定する 場合は、 事前に監督員の承諾を得る こ と 。  

・  アス ファ ルト 塊 

搬 出 先： 東京都八王子市小宮町地内の再資源化施設 

運搬距離： 約 4. 5 ㎞（ 想定）  

搬 出 量： 約 144 ㎥ 

受入条件： 昼間 

 

「 リ サイ ク ルガイ ド ラ イ ンに基づく 施工計画書の添付書類」  

工事を実施する に当たっては、「 東京都建設リ サイ ク ルガイ ド ラ イ ン」 に基づき 下記の書類を作成し 、

監督員に内容の確認を受け、 施工計画書に添付し て提出する こ と 。  

⑴ 再生資源利用計画書（ 工事し ゅん工後５ 年間保管）  

作成対象と なる 工事は、 以下のいずれかに該当する 工事である 。  

ア 土砂を搬入する 工事 

イ  砕石を搬入する 工事 

ウ  加熱アス ファ ルト 混合物を搬入する 工事 

⑵ 再生資源利用促進計画書（ 工事し ゅん功後５ 年間保管）  

作成対象と なる 工事は、 以下のいずれかに該当する 工事である 。  

ア 建設発生土を搬出する 工事 

イ  コ ンク リ ート 塊、 アス ファ ルト コ ンク リ ート 塊、 建設泥土、 建設発生木材、 建設混合廃棄物

を搬出する 工事 

ウ  金属く ず、 廃プラ ス チッ ク 、 紙く ず、 アス ベス ト 、 その他の廃棄物を搬出する 工事 

⑶ 再生資源利用促進計画の作成に伴う 確認結果票（ 建設発生土を搬出する 場合）  

⑷ 建設発生土搬出のお知ら せ（ 建設発生土を 100 ㎥以上搬出する 場合）  

⑸ 建設泥土の再資源化等計画書 

mailto:recycle@jacic.or.jp
https://www.recycle.jacic.or.jp
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建設泥土の再資源化等計画書は、 建設泥土を建設資材製造工場に搬出する 場合又は再資源化施設

を活用する 場合に作成し 提出する こ と 。  

⑹ 物質収支計算書 

泥水循環方式及び泥土圧方式を採用する 場合は、 物質収支計算書を作成し 添付する 。  

なお、 他の方式の場合においても 、 物質収支計算書を作成し た場合は添付する こ と 。  

⑺ 告知書の写し  

対象建設工事に係わる 下請契約を締結し た場合、 下請契約書及び下請負人に告げた告知書の写し

を添付する 。（ 建設リ サイ ク ル法対象工事の場合）  

なお、 こ の工事から 発生する 建設発生土については、 東京都建設リ サイ ク ルガイ ド ラ イ ンで規定

する 受領書によ る 管理を実施する 。  

※ 再生資源利用〔 促進〕 計画書（ 実施書） は「 建設副産物情報交換シス テム（ COBRI S）」 に必要なデ

ータ を入力し て作成する 。  

 

「 建設副産物のリ サイ ク ル実施状況及び適正処理状況の報告」  

建設副産物のリ サイ ク ルの実施状況や適正処理の状況について把握する ため、 受注者は、「 東京都建

設リ サイ ク ルガイ ド ラ イ ン」 に基づき 、 リ サイ ク ル実施状況及び適正処理状況を工事完成後速やかに以

下の書類を作成し 、 監督員に内容の確認を受け、 工事完了後、 速やかに、 リ サイ ク ル関係報告書に添付

し て提出する こ と 。  

⑴ 再生資源利用実施書（ 工事し ゅん工後５ 年間保管） 作成対象は「 再生資源利用計画書」 と 同じ  

⑵ 再生資源利用促進実施書（ 工事し ゅ ん工後５ 年間保管） 作成対象は「 再生資源利用促進計画書」

と 同じ  

⑶ リ サイ ク ル阻害要因説明書 

工事途中において、 やむを得ず以下のいずれかについて行わざる を得ない場合は、 事前に監督員

の承諾を得た上で、「 リ サイ ク ル阻害要因説明書」 作成し 、 監督員に提出する 。 ま た、 自ら も 保管す

る こ と 。  

なお、 作成対象と なる 要因は、 以下のと おり である 。  

ア コ ンク リ ート 塊、 アス ファ ルト コ ンク リ ート 塊、 建設泥土及び建設混合廃棄物を工事現場か

ら 直接最終処分する 場合。  

イ  建設発生木材を最終処分場へ直接搬出する 、 又は、 焼却のみを行う 中間処理施設に搬出する

場合。  

ウ  土砂等の利用工事において購入材（ 新材） を使用する 場合。  

エ 砕石の利用工事において新材を使用する 場合（ 多摩地区における 再生粒度調整砕石は除く ）。 

オ アス ファ ルト 混合物の使用工事において新材を使用する 場合（ Ｄ 交通の表層、 低騒音舗装等

の再生品を使用でき ないも のは除外する ）。  

カ 現場内で分別を行わない場合。  

⑷ 建設泥土の再資源化等実績書 

こ の工事で発生する 泥土を建設資材製造工場に搬出し た場合又は再資源化施設に搬出し た場合、

建設泥土の再資源化等実績書を作成し 、 監督員に提出する 。 ま た、 自ら も 保管する こ と 。  

⑸ 再資源化等報告書 

建設リ サイ ク ル法対象工事の場合。  
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※ 再生資源利用〔 促進〕 計画書（ 実施書） は「 建設副産物情報交換シス テム（ COBRI S）」 に必要なデ

ータ を入力し て作成する 。  

 

「 マニフェ ス ト 」  

⑴ マニフェ ス ト の提示 

受注者は「 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律」（ 昭和 45 年法律第 137 号） に基づき 、 廃棄物管

理票（ 以下「 マニフェ ス ト 」 と いう 。） 又は電子マニュ フェ ス ト を利用し 、適正な運搬、処理を行う 。  

マニフェ ス ト のう ち、 受注者（ 排出事業者） が保管すべき も のについて、 ファ イ ルに整理し 、 施

工中いつでも 監督員に提示でき る よ う にする こ と 。  

⑵ 集計表の提出 

受注者は、 マニフェ ス ト の枚数、 産業廃棄物の数量、 運搬日等を記録し た集計表を作成し 、 監督

員に提出する こ と 。  

⑶ リ サイ ク ル伝票の提示 

受注者は、 建設廃棄物を搬出する 場合においてマニフェ ス ト を交付する 必要のない品目（ 再生利

用認定制度、個別指定制度等を利用し て再利用する 建設泥土等） については、「 リ サイ ク ル伝票」（ 写

し でも よ い） を監督員に提示する こ と 。  

⑷ リ サイ ク ル証明書の提示 

受注者は、 建設廃棄物をセメ ント 等の建設資材の原料と し て再利用する 場合及び高炉還元等を行

う 場合には、 セメ ント 工場等の建設資材製造施設、 製鉄所等が発行し たリ サイ ク ル証明書（ 写し で

も よ い） を監督員に提示する こ と 。  

 

「 建築物等の分別解体等及び建設資材の再資源化等（ 建設リ サイ ク ル法に係る 手続）」  

こ の工事における 建築物等の分別解体等及び建設資材の再資源化等に当たっては、 設計図書によ る ほ

か、「 建設工事に係る 資材の再資源化等に関する 法律（ 平成 12 年５ 月 31 日法律第 104 号）」 及び「 建設

リ サイ ク ル法書類作成等の手引（ 公共工事）」 に基づき 、 必要な事務手続、 特定建設資材の分別解体等、

特定建設資材廃棄物の再資源化等を適正に行う こ と 。  

なお、「 建設リ サイ ク ル法書類作成等の手引（ 公共工事）」 は、 都市整備局都市づく り 政策部建設リ サ

イ ク ルのホームページから ダウ ンロ ード などし て入手する 。  

 

「 汚染土壌の処理」  

こ の工事中において汚染土壌の処理が必要と なった場合は「 土壌汚染対策法」（ 平成 14 年法律第 53

号） 及び「 都民の健康と 安全を確保する 環境に関する 条例」（ 平成 12 年東京都） 等関係法令に基づき 適

正に処理する と と も に、「 環境確保条例に基づく 届出書等の作成手引き 」（ 環境局 HP に最新版を記載）

に従って必要書類を作成し 、 関係部署に提出する こ と 。  

 

「 路上工事の工事用標示板の設置」  

路上工事における 工事目的物及び内容を一般の道路利用者、 沿道住民に対し て、 わかり やすく 明示す

る こ と によ り 、 工事の必要性の理解・ 協力がえら れる よ う に標示板を設置する も のと する 。  

 

「 悪天候時及び地震発生時の工事現場の点検」  
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受注者は、 悪天候時又は震度４ 以上の地震（ 旧労働省労働基準局の通達に基づく 安全衛生法上の悪天

候、 地震） が発生し た場合、 工事現場内及び周辺を点検し 、 状況を監督員に報告する こ と 。  

ま た、 点検項目・ 体制・ 連絡系統等を施工計画書に定める こ と 。  

 

「 事故防止の原則」  

受注者は、 建設局「 事故防止大原則」 を遵守し 、 工事事故の防止に努める こ と 。  

なお、 事故防止大原則は東京都建設局ホームページで閲覧でき る 。  

 

「 舗装版切断工（ カッ タ ー） の施工」  

混じ り あった排水については、 排水吸引機能を有する 切断機械等によ り 回収する こ と 。  

ま た、 回収し た排水又はその排水を現場内で脱水等によ り 処理し た後の廃棄物については、 産業廃棄

物と し て適正に処理する こ と 。  

なお、 こ の工事では回収し た排水を、 産業廃棄物の濁水と し て、 以下の場所にある 処理施設へ搬出す

る こ と を想定し ている が、 こ れ以外の施設へ搬出する 場合や現場内で脱水等の処理を行う 工法を使用す

る 場合においては、 事前に監督員の承諾を得る こ と 。  

・  濁水 

搬 出 先： 東京都八王子市大谷町地内の処理施設 

運搬距離： 約 5. 5km（ 想定）  

処 理 量： 0. 71 ㎥ 

受入条件： 昼間 

受注者は、 施工計画書に舗装版切断時に発生する 排水等の収集・ 運搬・ 処理に関する 計画を記載する

こ と 。  

なお、 排水等の運搬・ 処理については、 標準仕様書「 １ ． ３ ． ８ 建設副産物」 の⑻マニフェ ス ト 等、

⑼建設廃棄物の運搬によ る こ と 。  

 

「 低炭素（ 中温化） アス ファ ルト 混合物の使用」  

本工事における アスフ ァ ルト 混合物のう ち、 以下に示すも のは、 低炭素（ 中温化） アス ファ ルト 混合

物（ 以下、「 低炭素アス ファ ルト 混合物」 と いう 。） を使用する こ と を原則と する 。  

・  開粒度アス ファ ルト 混合物１ 号 

・  再生密粒度アスフ ァ ルト 混合物 

なお、 低炭素アス ファ ルト 混合物と は、「 土木材料仕様書（ 東京都建設局）」 に定義さ れる 「 中温化混

合物」 を示し 、 機械式フォ ームド 装置によ って、 アス ファ ルト を発泡さ せて製造さ れたも のである 。  

ただし 、 低炭素アスフ ァ ルト 混合物の使用が困難な場合は、 監督員と 協議する こ と 。  

 



1 

（ 別紙）  

 

工事施行の適正化に関する 特記仕様書 

 

１  入札・ 契約関係事項 

⑴ こ の工事の入札（ 又は、 見積り の提出） に当たっては、 私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する 法律（ 昭和 22 年法律第 54 号） 等に抵触する 行為を行ってはなら ない。  

⑵ 入札の結果、 こ の工事を落札し た場合は、 他の工事案件について同一の配置予定技術者を前提

に申込又は指名を受けている と き は、 直ちに、 その工事案件について適格な技術者への変更又は

入札の辞退を申し 出なければなら ない。 ただし 、 こ の工事と 他の工事と が兼任でき る 主任技術者

の場合は、 こ の限り でない。  

 

２  受注者の責務 

受注者は、 工事の適切な履行に関し 、 現場代理人や主任技術者又は監理技術者（ 以下「 監理技術者

等」 と いう 。） に任せ切り にせず、 誠意と 責任をも って遂行し なければなら ない。  

 

３  適切な現場代理人、 監理技術者等の配置 

⑴ 現場代理人は、 受注者と 直接的かつ恒常的な雇用関係を有する 者でなければなら ない。 なお、

監理技術者等と 兼任する 場合は、 監理技術者等の規定を適用する 。  

⑵ 受注者が事業協同組合の場合にあっては、 配置する 現場代理人及び監理技術者等はその構成員

の職員ではなく 、 当該組合と 直接的かつ恒常的な雇用関係を有する 者でなければなら ない。  

⑶ 受注者は、 工事の規模・ 内容等によ り 、 工事の適切な履行を確保する 上で必要がある と き は、

次の各号に従い、 監理技術者等の職務を補助する 技術者（ 以下「 補助技術者」 と いう 。） を配置す

る も のと する 。  

ア 補助技術者の人数・ 氏名・ 補助業務の内容・ 雇用関係・ 資格等を記載し た補助技術者名簿を

監督員に提出する と と も に、 説明を求めら れた場合は、 こ れに応じ なければなら ない。  

イ  補助技術者は、 受注者と 雇用関係を有し ていなければなら ない。  

⑷ 受注者が共同企業体にあっては、 代表者たる 特定建設業者が監理技術者を設置し 、 全ての構成

員が、 施工する 工事に対応する 許可業種に係る 監理技術者ま たは主たる 工種と 同種或いは類似す

る 工事の経験を有する 主任技術者を専任で配置し なければなら ない。  

 

４  監理技術者等の実質的関与の徹底 

⑴ 監理技術者等は、 施工計画書を自ら が主体的に作成し なければなら ない。 ま た、 施工計画書の

提出に際し て、 監督員から その内容の説明を求めら れた場合はこ れに応じ なければなら ない。  

⑵ 監理技術者等は、 工事の施工に当たり 、 一般交通や現場周辺への影響に関し て、 所轄警察署等

関係機関、 地域住民及び下請負者等に対する 説明、 交渉、 周知等を主体的に行わなければなら な

い。  

⑶ 監理技術者等は、工事の施工に当たり 、関係企業者等と の連絡、調整を主体的に行う と と も に、

必要な官公署等への届出等を確実に行わなければなら ない。  

⑷ 監理技術者等は、 全体の工事の流れを常に掌握する と と も に、 日々の工事内容を把握し 、 作業
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着手前に作業責任者等に対し 、 作業内容の調整・ 確認及び注意事項等の周知を行い、 作業者全員

に伝わる よ う にし なければなら ない。  

⑸ 監理技術者等は、 工事の施工中は適宜現場を巡回し 、 進行状況・ 作業内容の確認、 安全管理、

品質管理、 出来形管理などを行い、 必要に応じ 適切な措置を講じ なければなら ない。  

⑹ 監理技術者等は、 補助技術者が配置さ れた場合にあっては、 こ れを指揮・ 掌握する と と も に、

監理技術者等と し ての職務を補助技術者に任せ切り にせず、 主体的に遂行し なければなら ない。 

 

５  下請負の適正化 

⑴ 下請負者が、 請け負った工事について執行調整や施工管理等の管理業務のみを行い、 工事業務

のほと んど全てを再下請負に付する こ と を、 原則と し て受注者は認めてはなら ない。  

⑵ 受注者は、 下請負者の配置技術者に、 受注者自ら の工事はも と よ り 、 他の下請負者の担当する

工事の管理業務等を代行さ せてはなら ない。  

⑶ 受注者は、 歩行者や一般交通など第三者に対する 安全確保については、 受注者自ら の責任にお

いて行わなければなら ない。 ただし 、 下請負者が自ら の工事のみを単独で実施でき る 範囲につい

ては、 当該下請負者に行わせる こ と ができ る 。  

⑷ 重機械のオペレータ ー付き リ ース については、 そのオペレータ ーを雇用する 者と 下請負契約を

締結する も のと する 。  

⑸ 受注者は、 主たる 工種に係る 主要な材料については、 原則と し て受注者自ら が調達し なければ

なら ない。  

⑹ 受注者が共同企業体である 場合は、 共同企業体の行う 取引が構成員個人と し てでの取引ではな

く 、共同企業体と し ての取引である こ と を明確にする ため、下請契約は共同企業体の名称を冠し 、

共同企業体の名称を冠し た代表者及びその他の構成員全員の連名によ り 、 又は少なく と も 共同企

業体の名称を冠し た代表者の名義で締結する こ と 。  

ま た、 共同企業体の預金口座については、 共同企業体の名称を冠し た代表者名義の別口預金口

座によ る も のと する 。  

 

６  施工体制台帳及び施工体系図 

⑴ 受注者は、 工事を施工する ために下請契約を締結する 場合は、 下請金額にかかわら ず全ての工

事において、 施工体制台帳及び施工体系図を作成し なければなら ない。  

⑵ 施工体制台帳及び施工体系図（ 以下「 施工体制台帳等」 と いう 。） には、 実際に工事に従事し て

いる 全ての下請負者を漏れなく 記載し なければなら ない。 なお、 建設業法第 24 条に定める 請負

契約に該当し ない資材納入や調査業務、 運搬業務などの業務委託契約については、 建設業法上は

作成の必要があり ま せんが、 警備業者については、「 施工体系図」 のみ記載する も のと する 。  

⑶ 施工体制の実態確認に係わる 下請負契約の費用の支払い状況については、 総括監督員及びその

上司等から 説明を求めら れた場合に、 こ れを証明する 資料の提示などによ って応じ なければなら

ない。  

⑷ 施工体制台帳には、 作業員名簿を添付する も のと する 。  

⑸ 施工体系図の掲示に当たっては、 誰も が見やすいよ う に文字の大き さ などに留意し なければな

ら ない。  
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７  施工計画書 

⑴ 施工計画書は、契約の日の翌日から 起算し て、遅く と も ３ 週間以内に提出し なければなら ない。

ただし 、 受注者の責に帰さ ない事由によ り 、 期限内の提出ができ ないと き は、 監督員の指示に従

う も のと する 。  

⑵ 大規模工事、 特殊な工事等で監督員の承諾を得たも のについては、 施工計画書を段階的に提出

でき る も のと する 。 こ の場合、 最初の施工計画書には、 少なく と も 次の各号に掲げる 事項を記載

する と と も に、 前項に基づき 提出し なければなら ない。  

なお、 後続の工事に関する 施工計画書については、 当該工事の施工前に、 工期に遅れが生じ な

い期間内又は監督員の指示する 期日ま でに提出し なければなら ない。  

ア 全体の実施工程の概要 

イ  現場組織・ 施工体制の概要 

ウ  緊急時の体制 

エ 当面実施する 工事の内容 

オ その他監督員の指示する 事項 

 


